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祝日、休日の受付・相談はありません。
ただし、生活不安や仕事の相談は日曜
日も実施する場合があります。

女性のための悩み相談（１人５０分）
心理臨床カウンセラー・中井紀子氏
毎月第１～第４火曜日１３：００～１６：００
予人権室に電話で
人権相談
▽毎週月・水・金曜日９：００～１２：００
▽毎週木曜日１３：００～１６：００
場�上記いずれも市役所５階相談室５０７
備当日直接
LGBT人権相談　
相談員���トランスジェンダー当事者
毎月第3水曜日１７:００～２０:００
予人権室に電話で
場�上記いずれも市役所５階相談室５０７
人権電話相談（１人３０分）
毎月第２・４金曜日１７：００～２０：００
問人権室
℡０６－６９９２－１５１２

福祉の総合相談
時�①平日９：００～１７：３０
　�②平日１０：００～１６：００（表の開催日
時を除く）
　③平日（表のとおり）
場�①市役所７階守口市社会福祉協議会
②藤田事務所（藤田町４－２０－１）
　③各コミュニティセンター
備当日直接
問守口市社会福祉協議会
℡０６－６９９２－２７１５

市民相談（8月分） 市
民
総
合（
特
定
）健
康
診
査
は

�

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
で
予
約
可
能

　
市
民
総
合（
特
定
）健
康
診
査
の
予
約
は
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
端
末
か
ら
も
可

能
で
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
で
の
予
約
の
方

法
は
、
左
記
二
次
元
コ
ー
ド
ま
た
は
守
口
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ
ス
テ

ム
か
ら
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。
健
康

の
た
め
に
年
に
１
度
受
け
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

対�

今
年
度
１５
歳
以
上
７５
歳
未

満
の
守
口
市
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者

申�・
問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

郵
送
型
簡
易
血
液
検
査
を
無
料
で
実
施

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
若
年
層

の
人
を
対
象
に
、
自
宅
で
で
き
る
血
液
検
査

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な

ど
か
ら
申
し
込
み
が
で
き
、
自
宅
に
届
い
た

自
己
採
血
キ
ッ
ト
を
使
用
し
、
一
般
的
な
健

康
診
断
と
同
等
の
検
査
を
無
料
で
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
対
象
者
に
は
案
内
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
積
極
的
に
利

用
し
て
、
健
康
を
維
持
し
ま
し
ょ
う
。

対�

満
２０
歳
か
ら
満
３９
歳
の
守
口
市
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者（
昭
和
５８
年
４
月
１
日

～
平
成
１５
年
３
月
３１
日
生
ま
れ
の
人
）

実
施
期
間　
７
月
１
日（
金
）～
１２
月
３１
日（
土
）

※�

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照

児
童
扶
養
手
当・特
別
児
童
扶
養

�

手
当
現
況
届
の
提
出

　

児
童
扶
養
手
当・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の

受
給
者
で
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
人
に

は
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
ず
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影

響
が
長
期
化
す
る
中
で
、
食
費
等
の
物
価
高

騰
等
に
直
面
す
る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に

対
し
、
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
実
情
を
踏
ま
え
た
生
活
の
支
援
を

行
い
ま
す
。

▽
ひ
と
り
親
世
帯
分　

対��

①
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
し
て
い
る
人【
申
請
不
要
。
令
和
４

年
６
月
２９
日
に
支
給
済
】

　

�

②
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
こ
と
に

よ
り
、
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
人

　

�

▼「
公
的
年
金
等
」に
は
、
遺
族
年
金
、
障

害
年
金
、
老
齢
年
金
、
労
災
年
金
、
遺
族

補
償
な
ど
が
該
当
し
ま
す
。

　

�

③
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
は

受
給
し
て
い
な
い
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

還
付
金
詐
欺
に
注
意

　

保
険
課
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら「
還
付
金

が
発
生
し
て
い
る
」と
電
話
が
あ
り
、
銀
行

や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動
預
払
機（
Ａ

Ｔ
Ｍ
）に
誘
導
し
、
お
金
を
だ
ま
し
取
ろ
う

と
す
る
詐
欺
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
還
付
金
が
あ
る
場
合
、
市
民
の

皆
さ
ん
に
電
話
で
、
銀
行
や
現
金
自
動
預
払

機（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）で
の
手
続
き
を
お
願
い
す
る
こ

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
い
っ
た
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合

は
、
絶
対
に
手
続
き
に
応
じ
な
い
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

問�

保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

障
が
い
者（
児
）各
種
手
当
の
現
況
確
認

内�

現
在
、
特
別
障
が
い
者
手
当・
障
が
い
児

福
祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
へ
、
８
月

に
現
況
届
を
送
付
し
ま
す
。
提
出
期
限
ま

で
に
障
が
い
福
祉
課
に
書
類
を
必
ず
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間　

８
月
１２
日（
金
）～
９
月
１２
日（
月
）

▽
特
別
障
が
い
者
手
当

　
２０
歳
以
上
で
重
度
の
障
が
い
の
状
態
に
あ

る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
な

介
護
が
必
要
な
障
が
い
者
に
対
し
て
支
給
さ

れ
る
手
当
で
す
。

対�

①
身
体
障
が
い
者
手
帳
１・２
級（
障
が
い

別
等
級
）の
異
な
る
身
体
障
が
い
が
重
複

し
て
い
る
人

　

�

②
重
度
の
身
体
障
が
い
と
最
重
度
の
知
的

毎月 場所 ８月
第２火曜日 北部 ９日
第３火曜日 錦 １６日
第４火曜日 八雲東 ２３日
第１木曜日 庭窪 ４日
第３木曜日 東部エリア １８日

毎月 場所 ９月
第１木曜日 庭窪 １日

時すべて１０：００～１２：００

申
し
込
み・血
液
検
査・サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ　

問�

ス
マ
ホ
de
ド
ッ
ク��

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

（
平
日
午
前
１０
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

℡�

０
８
０
０
・
７
０
０
・
４
１
４
１

そ
の
他
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ　

問�

保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

　
提
出
が
な
い
と
、
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
受
付
期
間　

８
月
１
日（
月
）～
３１
日（
水
）

時
午
前
９
時
～
午
後
5
時

特
別
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
受
付
期
間　

８
月
１２
日（
金
）～
９
月
１２
日（
月
）

時
午
前
９
時
～
午
後
5
時

備�

土
日
祝
を
除
く
平
日
の
み
。
た
だ
し
、
提

出
方
法
や
夜
間・
休
日
開
庁
な
ど
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
送
付
す
る
お
知
ら
せ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

場
・
問
子
育
て
支
援
政
策
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
４
７

障
が
い
が
重
複
し
て
い
る
人

　

�

③
重
度
の
精
神
障
が
い
ま
た
は
最
重
度
の

知
的
障
が
い
で
あ
っ
て
、
日
常
生
活
で
動

作・
行
動
が
著
し
く
困
難
な
状
態
に
あ
る

人
な
ど

▽
障
が
い
児
福
祉
手
当

　
２０
歳
未
満
で
重
度
の
障
が
い
の
状
態
に
あ

り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
介
護
が
必
要
な

障
が
い
児
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

対�

①
身
体
障
が
い
者
手
帳
の
１・２
級（
障
が

い
別
等
級
）所
持
者

　

�

②
身
体
機
能
の
障
が
い
ま
た
は
長
期
に
わ

た
る
安
静
を
必
要
と
す
る
病
状
が
あ
り
、

常
時
介
護
を
要
す
る
人

　

�

③
最
重
度
の
知
的
障
が
い
ま
た
は
精
神
の

障
が
い
が
あ
る
人
で
、
日
常
生
活
に
お
い

て
常
時
介
護
を
要
す
る
人

　

�

④
身
体
の
障
が
い
ま
た
は
重
度
の
知
的
障

が
い
も
し
く
は
精
神
の
障
が
い
が
重
複

し
、
そ
の
状
態
が
①
～
③
と
同
程
度
と
認

め
ら
れ
る
人

　
い
ず
れ
の
手
当
を
受
給
す
る
場
合
も
在
宅

の
人
が
対
象
で
す
。

　
障
が
い
の
程
度
に
よ
り
、
認
定
請
求
に
必

要
な
提
出
書
類
が
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
所

得
制
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
障
が
い

福
祉
課
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問�

障
が
い
福
祉
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
３
０

FAX�

０
６
・
６
９
９
１
・
２
４
９
４

ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急

変
し
、
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
い
る
人
と
同
じ
水
準
に
な
っ
て
い
る
人

※�

た
だ
し
、
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
低
所
得

の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生

活
支
援
特
別
給
付
金
の
支
給
を
既
に
受
け

て
い
る
場
合
は
、
本
給
付
金
の
支
給
は
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

給
付
額　
児
童
１
人
あ
た
り
一
律　
５
万
円

受
給
手
続　

　
上
記
①
以
外
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　

申
請
書
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。
申
請
書
様
式
記
載
の

必
要
書
類
を
添
付
し
、
郵

送
に
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　
令
和
５
年
２
月
２８
日（
火
）ま
で

支
給
日　

　

申
請
月
の
翌
月
末
に
支
給
予
定（
不
備
の

な
い
も
の
に
つ
い
て
。
※
不
備
が
あ
る
場
合

は
個
別
に
連
絡
し
ま
す
）

▽
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分　

対�

①
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
手
当
ま
た
は

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い

る
人
で
令
和
４
年
度
分
の
住
民
税
均
等
割

が
非
課
税
で
あ
る
人【
原
則
申
請
不
要
】

　

�

②「
①
」の
ほ
か
対
象
児
童（
令
和
４
年
３

月
３１
日
時
点
で
１８
歳
未
満
の
子（
障
が
い

児
に
つ
い
て
は
２０
歳
未
満
）＊
）の
養
育
者

で
あ
っ
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

＊�

令
和
４
年
４
月
以
降
令
和
５
年
２
月
末
ま

で
に
生
ま
れ
る
新
生
児
も
対
象
と
す
る
。

・�

令
和
４
年
度
分
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課

税
で
あ
る
人

・�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

受
け
て
家
計
が
急
変
し
、
令
和
４
年
度
分

の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
人
と

同
様
の
事
情
と
認
め
ら
れ
る
人

給
付
額　
児
童
１
人
あ
た
り
一
律　
５
万
円

受
給
手
続　

　
該
当
要
件
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

支
給
日　

　
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問�

守
口
市
役
所「
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特

別
給
付
金
」受
付
専
用
窓
口

℡�

０
６
・
６
９
９
７
・
６
０
０
１

問�

厚
生
労
働
省
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

�

０
１
２
０
・
４
０
０
・
９
０
３


